
○小田原市若者応援事業費補助金交付要綱 

令和５年４月１日要綱第４３号 

小田原市若者応援事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小田原市若者応援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交

付について、小田原市補助金の交付等に関する規則（昭和５６年小田原市規則第２号）

に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金交付の目的） 

第２条 若者が描く夢を実現できる魅力的なまちづくりを進めるため、予算の範囲内に

おいて補助金を交付する。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、補助金を申請する年度の４月１日時点で、１５歳以上

４０歳未満の個人又は当該年齢に該当する者で構成される団体の代表者（義務教育を

終了しない者を除く。）（以下「申請者」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、補助の対象としない。 

(1) 小田原市暴力団排除条例（平成２３年小田原市条例第２９号。以下「市条例」

という。）第２条第４号に規定する暴力団員等 

(2) 市条例第２条第５号に規定する暴力団経営支配法人等 

(3) 市条例第２条第４号に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる

者（法人その他の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められ

るものをいう。） 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

３ 市長は、必要に応じ、補助を受ける者について、前項に定めるもののいずれかに該

当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。ただし、当該

確認のために個人情報を神奈川県警察本部長に提供するときは、神奈川県警察本部長

に対して当該確認を行うことについて、当該個人情報の本人同意を得るものとする。 

４ 市長は、補助金の交付決定を受けた者が第２項各号のいずれかに該当するときは、

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（補助対象事業） 



第４条 補助の対象とする事業は、本市のまちづくりに寄与する取組であり、かつ、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 若者や女性が活躍できる場を創出するもの 

(2) 本市への愛着や誇りを醸成させるもの 

(3) 地域活性化に繋がるもの 

(4) 人と人との繋がりを促進するもの 

(5) 地域の魅力を広く発信するもの 

(6) ＳＤＧｓの推進に関するもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象とし

ない。 

(1) 営利を主たる目的とする事業 

(2) 事業実施団体や特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業 

(3) 政治又は宗教に関わる事業 

(4) 国、都道府県その他地方公共団体若しくは民間団体等から助成を受けている場

合又は受ける見込みのある事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。 

(1) 報償費 

(2) 旅費 

(3) 消耗品費 

(4) 食糧費 

(5) 印刷製本費 

(6) 通信運搬費 

(7) 広告料 

(8) 手数料 

(9) 保険料 

(10) 委託料 

(11) 使用料及び賃借料 

(12) 備品購入費 

（補助金額） 



第６条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の実支出額（当該補助金以外の収入

があるときは、その収入額を差し引いた金額）とし、その限度額は、３０万円とする。

ただし、補助金を申請する年度の４月１日時点で１８歳未満の者が申請する場合は、

限度額を１０万円とする。 

（交付申請等） 

第７条 補助金の事業認定及び交付を受けようとする申請者は、市長が別に定める期日

までに、小田原市若者応援事業費補助金事業認定及び交付申請書（様式第１号）に、

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書及び概要書 

(2) 収支予算書（様式第２号） 

(3) 運営体制報告書（様式第３号） 

２ 補助金を申請する年度の４月１日時点で１８歳未満の者が申請する場合若しくは団

体の構成員に含まれる場合は、保護者等（親権者である父母又は未成年後見人等をい

う。）による同意書（様式第４号）を、市長に提出しなければならない。 

（審査） 

第８条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、小田原市若者応援事業費

補助金審査委員会により、補助金を交付する事業（以下「交付対象事業」という。）

を選考する。 

（交付決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による審査をもって、交付対象事業を決定したときは、小

田原市若者応援事業費補助金事業認定（不認定）及び交付（不交付）決定通知書（様

式第５号）により通知するものとする。 

（交付決定の変更等） 

第１０条 補助金事業認定及び交付決定を受けた者（以下「補助団体等」という。）は、

やむを得ない理由により交付対象事業の内容を変更する場合は、小田原市若者応援事

業費補助金事業内容変更承認申請書（様式第６号）又は小田原市若者応援事業費補助

金交付額変更承認申請書（様式第７号）に次に掲げる書類等のうち、必要な書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 



(3) その他必要な資料 

２ 市長は、前項に規定する書類の提出を受け、これを承認したときは、小田原市若者

応援事業費補助金事業内容変更承認（不承認）通知書（様式第８号）又は小田原市若

者応援事業費補助金交付額変更承認（不承認）通知書（様式第９号）により補助団体

等に通知するものとする。 

３ 補助団体等は、事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、小田原市若者応援事

業費補助金交付決定取消申請書（様式第１０号）を、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項に規定する書類の提出を受け、これを承認したときは、小田原市若者

応援事業費補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により補助団体等に通知する

ものとする。 

５ 補助団体等は交付対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了

しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、

その指示を受けなければならない。 

（報告） 

第１１条 補助団体等は、事業の完了日から３０日以内又は市長が別に定める日のいず

れか早い日までに、小田原市若者応援事業費補助金実績報告書（様式第１２号）に次

に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 成果報告書 

(2) 収支決算書 

(3) その他の必要な資料 

（補助金の確定） 

第１２条 市長は、実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書に係る書類の審

査、必要に応じた現地調査等により、交付対象事業の成果が第９条の規定による交付

決定の内容と相違がないか確認し、補助金の額を確定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、小田原市若者応援事業費

補助金交付額確定通知書（様式第１３号）（以下「交付額確定通知書」という。）に

より補助団体等に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 前条の規定により交付額確定通知書による通知を受けた補助団体等が補助金

の支払を受けようとするときは、速やかに小田原市若者応援事業費補助金交付額請求



書（様式第１４号）（以下「交付額請求書」という。）を市長に提出しなければなら

ない。 

（補助金の交付） 

第１４条 市長は、交付額請求書により請求を受けた日の翌日から起算して１月以内に、

当該請求をした補助団体等に対して補助金を交付するものとする。 

（補助金の概算払） 

第１５条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、

補助金を概算払により、補助団体等に対して支払うことができるものとする。 

２ 補助団体等は、前項の概算払を受けようとするときは、小田原市若者応援事業費補

助金交付額請求書（概算払）（様式第１５号。以下「交付額請求書（概算払）」とい

う。）及び誓約書（様式第１６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、交付額請求書（概算払）により請求を受けた日の翌日から起算して１月以

内に、当該請求をした補助団体等に対して補助金を交付するものとする。 

（補助金の精算） 

第１６条 前条の規定により補助金の概算払を受けた補助団体等は、第１２条による補

助金の額の確定後、速やかに小田原市若者応援事業費補助金概算払精算報告書（様式

第１７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助団体等は、補助金の確定額が概算払を受けた金額に達しなかった場合は、その

差額に相当する金額を速やかに返還しなければならない。 

（交付決定の取消及び補助金の返還） 

第１７条 市長は、補助団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) その他本要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、既に補助金が交付されているときは、補助団体等に対し、小田原市若者応援

事業費補助金返還通知書（様式第１８号）により当該補助金の全額又は一部を返還さ

せることができる。 

３ 市長は、補助団体等が第１項の規定により補助金の交付決定の取消しを受け、これ



によって補助団体等に損害が生じた場合においても、その賠償の責めを負わない。 

（書類の整備等） 

第１８条 補助団体等は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該交付対象事業の完了の日の属する市の会

計年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（届出事項） 

第１９条 補助団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもっ

てその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 住所若しくは所在地又は名称を変更したとき。 

(2) 代表者を変更したとき。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月１日要綱第５０号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


